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(57)【要約】
【課題】標識無視などの危険運転行為が行われる可能性
が高い個所について、運転者が初めて訪れる場所であっ
ても効果的に警告報知を行う。
【解決手段】車両の乗員に対して危険個所の報知を行う
危険個所報知システムであって、道路付近に設けられ、
車両の動作を検出する車両動作検出手段と、前記検出手
段によって検出された車両の動作が危険行為であるか否
かを判定する危険行為判定手段と、前記車両動作検出手
段の設置個所付近の道路を走行する車両の数に占める危
険行為を行った車両の割合である危険行為割合を記憶す
る記憶手段と、前記車両動作検出手段の設置個所に関す
る危険度情報であって、前記記憶手段に格納された危険
行為割合に基づいて決定される危険度情報を、車両に対
して送信する送信手段と、前記送信手段から送信される
前記危険度情報に基づいて、車両の乗員に対して危険個
所の報知を行う報知手段と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の乗員に対して危険個所の報知を行う危険個所報知システムであって、
　道路付近に設けられ、車両の動作を検出する車両動作検出手段と、
　前記車両動作検出手段によって検出された車両の動作が危険行為であるか否かを判定す
る危険行為判定手段と、
　前記車両動作検出手段の設置個所付近の道路を走行する車両の数に占める危険行為を行
った車両の割合である危険行為割合を記憶する記憶手段と、
　前記車両動作検出手段の設置個所に関する危険度情報であって、前記記憶手段に格納さ
れた危険行為割合に基づいて決定される危険度情報を、車両に対して送信する送信手段と
、
　前記送信手段から送信される前記危険度情報に基づいて、車両の乗員に対して危険個所
の報知を行う報知手段と、
　を備える危険個所報知システム。
【請求項２】
　前記危険度情報は、前記危険行為割合を含み、
　前記報知手段は、前記車両動作検出手段の設置個所における危険行為割合が所定のしき
い値以上である場合に、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う、
　請求項１に記載の危険個所報知システム。
【請求項３】
　前記危険行為割合に基づいて、前記車両動作検出手段の設置個所が危険個所であるか否
かを判定する危険個所判定手段をさらに有し、
　前記危険度情報は、前記車両動作検出手段の設置個所が危険個所であるか否かを表す情
報を含み、
　前記報知手段は、前記車両動作検出手段の設置個所が危険個所である旨を表す危険度情
報を受信したら、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う、
　請求項１に記載の危険個所報知システム。
【請求項４】
　前記危険行為は、交通規則違反、急加減速、急旋回の少なくともいずれかである、
　請求項１～３のいずれかに記載の危険個所報知システム。
【請求項５】
　前記車両動作検出手段は、車両を撮影する撮像手段であり、
　前記危険行為判定手段は、前記撮像手段によって撮影された画像を画像処理することに
より、検出された車両の動作が危険行為であるか否かを判定する、
　請求項１～４のいずれかに記載の危険個所報知システム。
【請求項６】
　前記車両動作検出手段は、交通標識付近に設置され、
　前記危険行為は、当該交通標識によって指示される交通規則に違反する行為である、
　請求項５に記載の危険個所報知システム。
【請求項７】
　前記車両動作検出手段と前記危険行為判定手段とを有する路側機と、
　前記記憶手段と前記送信手段とを有するサーバ装置と、
　前記報知手段を有する車両と、
　から構成される請求項１～６のいずれかに記載の危険個所報知システムであって、
　前記路側機は、前記車両動作検出手段が検出した車両の台数および前記危険行為判定手
段が危険行為であると判定した車両の台数を前記サーバ装置へ通知する通知手段をさらに
有し、
　前記サーバ装置は、前記路側機の通知手段から通知される情報に基づいて、前記記憶手
段を更新する更新手段を有する、
　危険個所報知システム。
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【請求項８】
　前記車両は、前記サーバ装置に対して、路側機の設置個所についての危険度情報を要求
する要求手段をさらに有し、
　前記サーバ装置の送信手段は、前記車両からの要求に応じて、要求された路側機の設置
個所についての危険度情報を送信し、
　前記車両の報知手段は、受信した危険度情報に基づいて、当該路側機の設置個所が危険
個所である旨を乗員に報知する、
　請求項７に記載の危険個所報知システム。
【請求項９】
　前記サーバ装置の送信手段は、複数の路側機の設置個所についての危険度情報を前記車
両に対して送信し、
　前記車両の報知手段は、当該車両の位置付近に、危険個所である路側機の設置個所が存
在するか前記危険度情報に基づいて判定し、危険個所が存在する場合には当該路側機の設
置個所が危険個所である旨を乗員に報知する、
　請求項７に記載の危険個所報知システム。
【請求項１０】
　前記車両動作検出手段と前記危険行為判定手段と前記記憶手段と前記送信手段とを有す
る路側機と、
　前記報知手段を有する車両と、
　から構成される請求項１～６のいずれかに記載の危険個所報知システムであって、
　前記路側機の前記送信手段は、路車間通信によって当該路側機の設置個所の危険度情報
を前記車両に対して送信する、
　危険個所報知システム。
【請求項１１】
　車両の乗員に対して危険個所の報知を行う危険個所報知システムにおける危険個所報知
方法であって、
　道路上の所定個所を監視し、車両の動作を検出する車両動作検出ステップと、
　前記車両動作検出ステップにおいて検出された車両の動作が危険行為であるか否かを判
定する危険行為判定ステップと、
　前記所定個所を走行する車両の数に占める危険行為を行った車両の割合である危険行為
割合を記憶する記憶ステップと、
　前記所定個所に関する危険度情報であって、前記記憶ステップにおいて記憶された危険
行為割合に基づいて決定される危険度情報を、車両に対して送信する送信ステップと、
　前記送信ステップにおいて送信される前記危険度情報に基づいて、車両の乗員に対して
危険個所の報知を行う報知ステップと、
　を含む危険個所報知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う危険個所報知システムおよび方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の運転を支援する技術として、危険な個所において車両乗員に対して注意喚起を促
す技術がある。たとえば、危険個所として交差点が挙げられる。自動車同士の事故のうち
、交差点における出会い頭事故が占める割合は大きい。出会い頭事故を防止するためには
、一時停止標識を設けて一時停止を確実に行うようにすることが効果的である。しかしな
がら実際には、標識の見落としなどにより車両が一時停止しないこともある。
【０００３】
　事故防止を目的とする注意喚起の方法として、一時停止標識の存在を車載装置から運転
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者に対して知らせることが考えられる。しかし、全ての一時停止標識において運転者に対
して報知を行うと、運転者にとっては煩わしい。そこで、見落とす可能性が高い標識につ
いてのみ報知を行うことが好ましい。ただし、運転者が標識を見落としているかどうかを
車載装置側で行動予測などによって把握することは一般的に難しい。
【０００４】
　特許文献１に記載された運転支援装置では、運転者が交通違反を犯したことを検出して
、違反個所を記憶しておく。そして、過去に所定回数以上違反行為を犯した場所では、交
通規則遵守を促す警告を行う。
【０００５】
　なお、上記では危険行為の例として一時停止標識の無視を例に挙げて説明したが、その
他の任意の危険行為についても上記の議論は当てはまる。危険行為の別の例としては、任
意の交通規則違反、急加減速、急旋回など危険を招く可能性が高い行為を挙げることがで
きる。このような危険行為が行われる可能性がある地点全てで警告を行うと運転者にとっ
て煩わしいが、危険行為が実際に行われる可能性が高い地点においてのみその旨の警告を
運転者に対して行えれば効果的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－２４２８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載の方法では、運転者（あるいは車両）が危険行為を所定回数以上行わ
ないと警告されない。すなわち、運転者が始めて訪れる場所などでは警告されないという
問題点がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、危険行為が行われる可能性が高い個所について、運転者が過去に危
険行為をしていない場所であっても効果的に警告が行える技術を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の問題点を解決するために、本発明は、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う
危険個所報知システムを提供する。本発明にかかる危険個所報知システムは、道路付近に
設けられ、車両の動作を検出する車両動作検出手段と、前記検出手段によって検出された
車両の動作が危険行為であるか否かを判定する危険行為判定手段と、前記車両動作検出手
段の設置個所付近の道路を走行する車両の数に占める危険行為を行った車両の割合である
危険行為割合を記憶する記憶手段と、前記車両動作検出手段の設置個所に関する危険度情
報であって、前記記憶手段に格納された危険行為割合に基づいて決定される危険度情報を
、車両に対して送信する送信手段と、前記送信手段から送信される前記危険度情報に基づ
いて、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う報知手段と、を備える。
【００１０】
　このように、道路付近に設けられた車両動作検出手段によって車両の動作を検出し、そ
の動作が危険行為であるか否か判定する。また、その判定結果に基づいて生成された危険
度情報に基づいて、報知手段から車両の乗員に対して危険個所の報知を行う。すなわち、
車両動作検出手段が、道路付近に設けられているので、その地点を走行する車両のうちど
の程度の車両が危険行為を行うかを検出できる。より多くの車両が危険行為を行っている
ほど、車両動作検出手段の設置個所付近が危険な個所であると考えられる。実際の車両動
作に基づいて危険個所であるか否かの判定を行っており、危険行為が行われる可能性が高
い地点を把握することができる。そしてそのような場所についてのみ警告が行えるので、
車両の乗員にとって煩わしさが抑制される。また、初めて訪れるような過去に危険行為を
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行っていない場所であっても、警告を受けることができる。
【００１１】
　本発明において、危険度情報は、車両動作検出手段が設置された個所の危険度あるいは
危険行為が行われる可能性を表す情報であればどのような情報であっても構わない。一例
として、危険度情報は、記憶手段に記憶された危険行為割合（検出された車両の数に占め
る危険行為を行った車両の割合）とすることができる。この場合、報知手段は受け取った
危険行為割合が所定のしきい値以上である場合に、車両の乗員に対して危険個所の報知を
行うことが好ましい。
【００１２】
　このようにすれば、報知手段で用いるしきい値を変更することによって、どの程度の頻
度で警告を行うかを選択することができる。
【００１３】
　危険度情報の別の例として、車両動作検出手段の設置個所が危険個所であるか否かを表
す情報とすることもできる。この場合は、本発明にかかる危険個所報知システムは、記憶
手段に格納された危険行為割合に基づいて、車両動作検出手段の設置個所が危険個所であ
るか否かを判定する危険個所判定手段をさらに有することが好ましい。また、報知手段は
、危険個所である旨を表す危険度情報を受信した場合に、車両の乗員に対して危険個所の
報知を行うことが好ましい。
【００１４】
　このようにすれば、車両に報知を行うか否かの判定を行う必要がなくなるので、車両に
おける処理が軽減される。
【００１５】
　また、本発明において、危険行為は、車両運転において危険な状態を引き起こす可能性
がある任意の行為や、危険な状態においてとることが多い行為（危険な状況を回避するた
めの行為や、危険な状況に伴って行う行為など）とすることができる。たとえば、危険な
状態を引き起こす可能性がある行為としては、交通規則違反や、急加減速、急旋回、さら
には脇見運転や居眠り運転などの散漫運転を挙げることができる。急加減速や急旋回につ
いては、危険状況を回避するための行為として捉えることもできる。
【００１６】
　また、危険行為として交通標識によって指示される規則に違反する行為を挙げることが
できる。例えば、一時停止標識付近において一時停止を行わない行為や、右折禁止標識付
近において右折を行う行為などである。この場合、車両動作検出手段は、交通標識の設置
個所とほぼ同じ個所に設けられることが好ましい。
【００１７】
　また、本発明において、車両動作検出手段は、どのような危険行為を検出するかに応じ
て適切な装置を採用することができる。車両動作検出手段として、例えば、車両を撮影す
る撮像手段とすることができる。この場合、危険行為判定手段は、撮像手段によって撮影
された画像を画像処理することによって検出された車両の動作が危険行為であるか否かを
判定することができる。
【００１８】
　本発明にかかる危険個所報知システムは、路側機とサーバ装置と車両とから構成するこ
とができる。その場合は、路側機は、車両動作検出手段と危険行為判定手段とを有し、サ
ーバ装置は、記憶手段と送信手段を有し、車両は、報知手段を有するように構成すること
が好ましい。さらに、路側機は、検出した車両の台数およびそのうち危険行為を行った車
両の台数をサーバ装置へ通知する通知手段を有することが好ましい。サーバ装置は、路側
機の通知手段から通知される情報に基づいて、記憶手段を更新する。
【００１９】
　このようにすれば、路側機設置個所における危険度を、サーバ装置において把握するこ
とができるようになる。そして、サーバ装置から危険度情報を車両に送信することで、車
両において危険個所の報知を行えるようになる。
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【００２０】
　また、サーバ装置から車両に対して危険度情報を送信する方法は種々の方法が考えられ
る。例えば、車両の要求手段が、路側機の設置個所についての危険度情報をサーバ装置に
対して要求し、サーバ装置はこの要求に応答して、要求された路側機の設置個所について
の危険度情報を車両に送信する。そして、車両の報知手段は、受信した危険度情報に基づ
いて、路側機の設置個所が危険個所である旨を乗員に報知する。例えば、危険度情報が危
険行為割合であれば、受信した危険行為割合が所定のしきい値以上のときに乗員に対する
報知を行う。危険度情報が、路側機の設置個所が危険個所であるか否かを表す情報であれ
ば、受信した危険度情報によって危険個所である旨が示されている場合に報知手段による
報知を行う。
【００２１】
　このように必要に応じて路側機の設置個所の危険度情報をサーバ装置から取得すること
で、車両には特に情報を記憶しておく必要がなくなる。
【００２２】
　また、サーバ装置から、複数の路側機の設置個所についての危険度情報を車両に対して
あらかじめ送信し、車両の報知手段は、車両の位置付近に危険個所である路側機の設置個
所が存在するかを危険度情報に基づいて判定し、危険個所が存在する場合に路側機の設置
個所が危険個所である旨を乗員に報知するようにしても良い。この場合も、危険度情報は
、危険行為割合であっても良いし、危険個所であるか否かを表す情報であっても良い。
【００２３】
　また、本発明における危険個所報知システムは、路側機と車両から構成することもでき
る。この場合、路側機は、車両動作検出手段と危険行為判定手段と記憶手段と送信手段を
有する。また、車両は報知手段を有する。そして、路側機と車両の間で路車間通信を行っ
て、路側機の設置個所に関する危険度情報を、路側機に接近する車両に対して送信する。
【００２４】
　このようにすれば、管理サーバを用いることなく、上記と同様の効果を得ることができ
る。
【００２５】
　なお、本発明は、上記手段の少なくとも一部を有する危険個所報知システムとして捉え
ることもできる。本発明は、上記手段の少なくとも一部を有する車両、路側機、サーバ装
置として捉えることもできる。また、本発明は上記処理の少なくとも一部を実行する危険
個所報知方法として捉えることができる。また、本発明は、この方法をコンピュータに実
行させるためのコンピュータプログラムとして捉えることもできる。上記手段および処理
の各々は可能な限り互いに組み合わせて本発明を構成することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、危険行為が行われる可能性が高い個所について、運転者が過去に危険
行為をしていない場所であっても効果的に警告が行える。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】第１の実施形態にかかる一時停止標識報知システムのシステム概要を示す図であ
る。
【図２】第１の実施形態にかかる一時停止標識報知システムの機能ブロックを示す図であ
る。
【図３】第１の実施形態における一時停止車両数データベースのテーブル構造を示す図で
ある。
【図４】第１の実施形態における路側機が行う車両動作検出処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図５】第１の実施形態におけるサーバ装置が行うデータベース更新処理の流れを示すフ
ローチャートである。
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【図６】第１の実施形態における車両が行う警告報知処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図７】第１の実施形態におけるサーバ装置が行う危険度情報要求を受信した際の処理の
流れを示すフローチャートである。
【図８】第１の実施形態の変形例にかかる一時停止標識報知システムのシステム概要を示
す図である。
【図９】第２の実施形態にかかる一時停止標識報知システムのシステム概要を示す図であ
る。
【図１０】第２の実施形態にかかる一時停止標識報知システムの機能ブロックを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
＜システム概要＞
　本発明の第１の実施形態は、無視されやすい一時停止標識について警告を行う一時停止
標識報知システム（危険個所報知システム）である。図１は、本実施形態にかかるシステ
ムの概要を説明する図である。本実施形態にかかる一時停止標識報知システムは、一時停
止標識Ａ付近に設けられた路側機１００と、サーバ装置２００と、車両３００とから構成
される。図１では、路側機１００、サーバ装置２００、車両３００のいずれも１つのみ描
かれているが、本システムはこれらの要素を複数備えていても構わない。
【００２９】
　路側機１００は、カメラによる車両の撮影と画像処理によって、一時停止個所を通過す
る車両Ｂが一時停止を行ったか一時停止を無視したかを判定し、検知した総車両数とその
うち一時停止を無視した車両数をカウントする。路側機１００によってカウントされた検
知車両数と無視車両数は適宜サーバ装置２００へ送られ、サーバ装置２００で集計される
。そして、サーバ装置２００から一時停止標識Ａを無視した車両の割合が車両３００へ通
知され、無視割合が高ければ車両３００において一時停止標識の存在を運転者へ報知する
警告を行う。
【００３０】
＜構成＞
　図２は、本実施形態にかかる一時停止標識報知システムの機能ブロックを示す図である
。路側機１００は、カメラ１１０、一時停止無視車両検知部１２０、および測定結果通知
部１３０を有する。
【００３１】
　カメラ１１０は、道路上の所定個所が危険個所であるかどうかを判定するために、当該
個所を監視できるように道路付近に設置される。本実施形態において監視対象とするのは
一時停止個所であるので、カメラ１１０は一時停止標識付近に設けられて、一時停止個所
を通過する車両Ｂを撮影する。カメラ１１０の解像度やフレームレートなどは、車両Ｂの
動作を判定できる範囲で任意であって構わない。カメラ１１０が、本発明における車両動
作検出手段に相当する。
【００３２】
　一時停止無視車両検知部１２０は、カメラ１１０によって撮影された画像に画像処理を
施すことで、一時停止個所を車両Ｂが走行したことの検知と、車両Ｂが一時停止個所で実
際に一時停止を行ったかの検知を行う。これにより、一時停止個所を走行する車両の数と
、一時停止を無視した車両の数を把握することができる。一時停止無視車両検知部１２０
が、本発明における危険行為判定手段に相当する。一時停止無視車両検知部１２０は、演
算装置および記憶装置などを含む情報処理装置（コンピュータ）においてソフトウェアプ
ログラムを実行することによって、上記の機能を実現する。ただし、一時停止無視車両検
知部１２０は専用のハードウェア回路によって実現されても構わない。
【００３３】
　測定結果通知部１３０は、一時停止無視車両検知部１２０によって検知された車両数お
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よび無視車両数を、サーバ装置２００へ通知する機能部である。路側機１００とサーバ装
置２００との間は、無線通信であっても有線通信であっても構わず、任意の通信方式を採
用することができる。また、測定結果を通知するタイミングも任意であって構わない。通
知を行うタイミングは、一台の車両が通過するごとや、所定台数の車両が通過するごとや
、所定時間経過するごとなどとすることができる。測定結果通知部１３０は、直近の通知
を行ってから今回の通知を行うまでの間に、一時停止個所を走行した車両の数、一時停止
を無視した車両の数を、路側機１００（あるいは一時停止標識Ａ）を識別可能な識別子と
ともに、サーバ装置２００へ通知する。
【００３４】
　サーバ装置２００は、データベース更新部２１０、一時停止車両数データベース２２０
、危険度情報送信部２３０を備える。サーバ装置２００は、演算装置や記憶装置などを含
む情報処理装置（コンピュータ）であり、ソフトウェアプログラムを実行することによっ
て上記の各機能部が実現される。ただし、一部または全ての機能部は、専用のハードウェ
ア回路によって実現されても構わない。
【００３５】
　データベース更新部２１０は、路側機１００の測定結果通知部１３０から測定結果を受
信し、一時停止車両数データベース２２０を更新する。データベース更新部２１０は複数
の路側機から測定結果を受信して、これら複数の路側機に関する測定結果を管理する。一
時停止車両数データベース２２０は、路側機１００の設置個所、すなわち一時停止標識Ａ
の設置個所付近の道路を走行する車両の数と、その全体数に示す一時停止を無視した車両
数との割合を記憶する。データベース２２０は、一時停止無視車両の割合が把握可能な方
法であればどのような形式のデータを保持しても構わない。本実施形態では、データベー
ス２２０は、図３に示すようなテーブル形式でデータを記憶する。すなわち、データベー
ス２２０は、路側機１００（または一時停止標識Ａ）の識別子（ＩＤ）と、一時停止標識
付近において検知された車両の台数と、一時停止標識を無視した車両の台数と、一時停止
標識の危険度情報を記憶する。検知車両数および無視車両数は、路側機１００から通知さ
れる台数を累計することで得られる。危険度情報は、一時停止標識の設置個所の危険度合
いを表す指標であり、具体的には一時停止が無視されやすいほど大きい値をとるように、
検知車両数および無視車両数から決定される。危険度情報は、検知車両数に占める一時停
止無視車両数の占める割合として決定することができる。
【００３６】
　危険度情報送信部２３０は、一時停止標識に関する危険度情報を車両３００へ送信する
。サーバ装置２００と車両３００は、無線通信により通信可能である。無線通信の具体的
な通信方式は特に限定されず、任意の方式を採用することができる。危険度情報送信部２
３０が一時停止標識に関する危険度情報を車両３００へ送信するタイミングに関して、車
両から特定の一時停止標識についての危険度情報の要求に応答して送信する方法と、サー
バ装置２００から１つまたは複数の一時停止標識に関する危険度情報を配信する方法とが
ある。本実施形態では、車両３００からの要求に応答して危険度情報を送信する。
【００３７】
　車両３００は、経路探索部３２０、一時停止標識特定部３３０、危険度情報要求部３４
０、報知部３５０を含む車載端末３１０を有する。車載端末３１０は、演算装置や記憶装
置などを含む情報処理装置（コンピュータ）であり、ソフトウェアプログラムを実行する
ことによって上記の各機能部が実現される。ただし、一部または全ての機能部は、専用の
ハードウェア回路によって実現されても構わない。
【００３８】
　経路探索部３２０は、位置情報取得部および地図情報記憶部（いずれも不図示）を有し
ており、現在位置から目的地に至る経路を探索して車両の運転者に提示する機能を有する
。経路探索部３２０によって探索された経路は、車両３００が今後走行する予定の走行予
定経路となる。
【００３９】



(9) JP 2014-16883 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

　一時停止標識特定部３３０は、車両３００の走行予定経路上であって最も近い位置にあ
る一時停止標識を特定する。この特定は、地図情報記憶部に一時停止標識の位置を格納し
ておくことによって行える。なお、一時停止標識は、標識に固有の識別子（ＩＤ）によっ
て特定されても構わないし、設置位置（例えば、緯度経度情報やマップコード）によって
特定されても構わない。
【００４０】
　危険度情報要求部３４０は、一時停止標識特定部３３０によって特定された一時停止標
識に関する危険度情報を、無線通信によってサーバ装置２００へ要求する。危険度情報要
求部３４０は、サーバ装置２００から取得した危険度情報を報知部３５０へ渡す。
【００４１】
　報知部３５０は、音声出力や画像出力などによって、一時停止標識の存在を車両の運転
者に報知する機能部である。本実施形態では、報知部３５０は、サーバ装置２００から取
得した危険度情報に基づいて、一時停止標識が無視されやすい危険な個所である場合に、
報知を行う。具体的には、サーバ装置２００から取得した危険度情報、すなわち検知車両
数に占める一時停止無視車両の割合が、所定のしきい値以上である場合に、車両の乗員に
対してその一時停止標識が無視されやすい危険なものであることを警告する報知を行う。
上記のしきい値は、ユーザによって変更可能としても良いし、ユーザからは変更不可能な
設定値としても構わない。
【００４２】
＜方法＞
　本実施形態における各装置が行う処理の流れを、フローチャートを参照しながら説明す
る。
【００４３】
　まず、路側機１００が行う車両動作の検知処理について、図４のフローチャートを参照
しながら説明する。図４の示す処理は定期的に繰り返し実行される。路側機１００は、カ
メラ１１０によって、一時停止個所付近の撮影を行う（Ｓ４１）。したがって、一時停止
個所付近を車両が走行する場合には、カメラ１１０はその車両が撮影された画像を取得す
る。一時停止無視車両検知部１２０は、撮像画像に対してパターンマッチングなどの画像
処理技術を施して、撮像画像に車両が写っているかを判定する（Ｓ４２）。車両が写って
いる場合（Ｓ４２－ＹＥＳ）は、車両が一時停止個所で一時停止したか否かを判定する（
Ｓ４３）。具体的には、一時停止個所で車両が所定フレームにわたって停止しているか否
かを判定する。上記の判定結果にしたがって、検知車両数と一時停止無視車両数を測定し
（Ｓ４４）、測定結果通知部１３０を介して測定結果をサーバ装置２００へ通知する（Ｓ
４５）。サーバ装置２００への通知は、例えば、［路側機ＩＤ、検知車両数、一時停止無
視車両数］というデータ形式で行われる。図４のフローチャートでは、１台の車両を検知
する度に測定結果を通知する処理としているので、例えば、検知した車両が一時停止した
場合には［Ａ，１，０］というデータが通知され、検知した車両が一時停止しなかった場
合には［Ａ，１，１］というデータが通知される。ただし、上述したように、測定結果を
サーバ装置２００へ通知するタイミングは任意であって構わない。
【００４４】
　次に、路側機１００から測定結果の通知を受けたサーバ装置２００が行う処理を、図５
のフローチャートを参照して説明する。データベース更新部２１０は、路側機１００の測
定結果通知部１３０から測定結果である、検知車両数と一時停止無視車両数を受信する（
Ｓ５１）。そして、データベース更新部２１０は、一時停止車両数データベース２２０の
内容を受信した測定結果にしたがって更新する（Ｓ５２）。具体的には、受信した測定結
果に含まれる路側機ＩＤを有するレコードについて、検知車両数と無視車両数のフィール
ドに、受信した測定結果に含まれる値を積算する。また、更新された検知車両数と無視車
両数のフィールドに基づいて、危険度情報の値を更新する。
【００４５】
　次に、道路を走行中の車両３００が行う処理について、図６のフローチャートを参照し
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ながら説明する。一時停止標識特定部３３０が、経路探索部３２０から走行予定経路を取
得し（Ｓ６１）、走行予定経路上にあり車両３００に最も近い一時停止標識を特定する（
Ｓ６２）。この特定処理は、地図情報を参照することによって行える。そして、危険度情
報要求部３４０は、ステップＳ６２において特定した一時停止標識についての危険度情報
をサーバに要求する（Ｓ６３）。
【００４６】
　ここで、車両３００から危険度情報の要求を受けた場合のサーバ装置２００の処理につ
いて、図７を参照しながら説明する。サーバ装置２００が、車両３００から危険度情報要
求を受信すると（Ｓ７１）、要求された一時停止標識の危険度情報をデータベース２２０
から取得する（Ｓ７２）。危険度情報要求に路側機の識別子が含まれる場合には、その識
別子を有するレコードの危険度情報を取得すればよい。危険度情報要求に路側機の位置情
報が含まれている場合には、サーバ装置２００が路側機の識別子と設置位置の対応関係を
格納したデータベースから路側機の識別子を取得して、その識別子を有するレコードの危
険度情報を取得すればよい。危険度情報送信部２３０は、取得した危険度情報を車両３０
０へ送信する（Ｓ７３）。
【００４７】
　図６に戻って、車両３００が行う処理の説明を続ける。危険度情報要求部３４０は、要
求した一時停止標識についての危険度情報をサーバ装置２００から受信する（Ｓ６４）と
、その危険度情報が所定のしきい値以上であるか否か判定する（Ｓ６５）。危険度情報が
しきい値未満であれば（Ｓ６５－ＮＯ）、その一時停止標識は特に危険な個所ではないと
判定して警告の報知は行わない。一方、危険度情報がしきい値以上であれば（Ｓ６５－Ｙ
ＥＳ）、車両３００が一時停止標識にある程度接近した時点で（Ｓ６６－ＹＥＳ）、車両
の乗員に対して一時停止標識への注意喚起を促す警告を報知する（Ｓ６７）。
【００４８】
＜本実施形態の作用・効果＞
　本実施形態に係る一時停止標識報知システムでは、一時停止個所における車両の動作を
解析して、一時停止が無視されやすい個所を把握可能である。一時停止を無視した車両が
多い個所というのは、一見見晴らしがよいような印象を与える情況であるとか、道路環境
が複雑で標識を見落としやすいというような要因が考えられる。これらの要因を実際に検
討して標識の危険度の判定を定量的に算出することは難しいが、本実施形態では、実測に
基づいて標識が無視された割合を取得しているので精度の良い危険個所の判定が行える。
【００４９】
　また、車両においては、所定以上の危険度を有する一時停止標識についてのみ、注意喚
起を促す警告報知が行える。したがって、車両の乗員に対する煩わしさも抑制される。ま
た、警告報知を行うか否かを判定するしきい値を変更可能とすれば、車両の乗員に応じて
適切な頻度で警告報知を行える。
【００５０】
＜第１の実施形態の変形例＞
　上記の説明は例示であり、種々の変形が可能である。以下、第１の実施形態にかかる一
時停止標識報知システムの変形例について説明する。
【００５１】
　上記の説明では、路側機１００は、一時停止標識個所における検知車両数と一時停止無
視車両数をカウントして、サーバ装置２００へ通知するものとして説明した。しかしなが
ら、検知車両数と一時停止遵守車両数をカウントしても良いし、一時停止遵守車両数と一
時停止無視車両数をカウントしても構わない。いずれも技術的に同義であることは明らか
である。
【００５２】
　また上記の説明では、車両３００からサーバ装置２００に対して、直近の一時停止標識
についての危険度情報を要求するものとして説明したが、一度に複数の一時停止標識につ
いての危険度情報を要求しても構わない。例えば、走行予定経路上にあり、車両３００の
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現在位置から近い所定数の一時停止標識について危険度情報を要求するようにしても良い
。また、走行予定経路上にあり、車両３００の現在位置から所定の距離以内にある一時停
止標識について危険度情報を要求するようにしても良い。また、必ずしも、走行予定経路
上に位置する一時停止標識に限定する必要は無く、走行予定経路上に位置しない一時停止
標識について危険度情報を要求するようにしても良い。複数の一時停止標識についての危
険度情報を車両３００が保持する場合には、車両の現在位置付近に危険個所が存在する場
合、すなわち、車両３００が危険個所に接近した場合に、警告報知を行うようにすること
が好ましい。
【００５３】
　また上記の説明では、車両３００からの要求に応じてサーバ装置２００から危険度情報
を車両３００へ送信するものとして説明したが、車両３００からの要求無しにサーバ装置
２００から危険度情報を車両３００へ配信するようにしても良い。この場合は、配信個所
付近の一時停止車両に関する危険度情報をまとめて車両３００へ配信し、車両３００は配
信された情報を記憶装置に記憶しておき、それを参照しながら車両の現在位置付近に危険
個所が存在する場合に警告報知を行うことが好ましい。
【００５４】
　また上記の説明では、サーバ装置２００から危険度情報を車両３００へ送信し、その危
険度情報に基づいて車両３００において警告報知を行うか否か判定していた。しかしなが
ら、警告報知を行うか否かをサーバ装置２００側で判定しても良い。すなわち、サーバ装
置２００から車両３００に送信される危険度情報には、一時停止標識が注意喚起を行う必
要がある危険個所であるか否かを表す情報が含まれるようにしても良い。この場合、サー
バ装置２００は、路側機１００から得られる測定結果（検知車両数と一時停止無視車両数
の割合など）に基づいて、一時停止標識が警告報知を行う必要がある危険個所であるか否
かを判定する危険個所判定部を有することが好ましい。車両３００では、危険度情報に一
時停止標識が危険である旨の情報が含まれている場合に、注意喚起を促す警告報知を行う
。
【００５５】
　危険度情報に一時停止を無視した割合が含まれず、警告報知を行うべきか否かを示す情
報が含まれる場合は、警告報知を行う必要がない一時停止標識については車両３００に対
して危険度情報を送信する必要は必ずしもない。特に、車両３００から要求に応じてでは
なく、サーバ装置２００から危険度情報を配信する場合には、警告報知を行う必要がある
一時停止標識についてのみ危険度情報を配信するようにすることが好ましい。
【００５６】
　また、上記で説明した各処理は、例えばカメラによる撮影が路側機において行われ、報
知が車両内で行われる必要があるが、それ以外の処理はどの装置で行われても構わない。
図１等で説明した路側機、サーバ装置、車両の間、あるいはこれらに加えて通信により接
続された任意の装置との間で、処理をどのように分担するかは適宜設計すればよい。
【００５７】
　例えば、上記の説明では、走行予定経路上にある一時停止標識の特定を車両３００の内
部の処理で取得するものとして説明したが、図８に示すように外部のサーバ装置４００に
対して走行予定経路を通知し、この経路上に位置する一時停止標識を取得するようにして
も良い。また、一時停止標識の特定をサーバ装置２００で行っても構わない。例えば、図
８と同様に車両３００から走行予定経路をサーバ装置２００へ送信し、走行経路上の一時
停止標識を取得するようにしても良い。あるいは、車両３００から走行経路情報を送信す
ると、走行経路上にある一時停止標識の位置と、その一時停止標識について危険度情報が
車両３００へ送信されるようにしても構わない。
【００５８】
　例えば、また、路側機のカメラが撮影した画像がサーバ装置やその他の装置へ送信され
、送信先の装置で画像処理等を実施するようにしても構わない。
【００５９】
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（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態も、無視されやすい一時停止標識について警告を行う一時停止
標識報知システムである。ただし、本実施形態においてはサーバ装置を用いない点で第１
の実施形態と相違する。図９は、本実施形態にかかる一時停止標識報知システムのシステ
ム概要を示す図である。本実施形態においては、路側機５００が検知した検知車両数と一
時停止無視車両数は、路側機５００内で集計され、危険度情報が算出される。そして、路
側機５００から、一時停止標識位置に向かう車両６００に対して危険度情報を送信する。
車両６００は、路側機５００から送信される危険度情報に基づいて、注意喚起を促す警告
報知を行う。
【００６０】
　図１０は、本実施形態にかかる一時停止標識報知システム機能ブロックを示す図である
。路側機５００は、カメラ５１０、一時停止無視車両検知部５２０、一時停止車両数デー
タベース５３０、危険度情報送信部５４０を有する。
【００６１】
　カメラ５１０および一時停止無視車両検知部５２０は第１の実施形態におけるカメラ１
１０および一時停止無視車両検知部１２０と同様である。また、一時停止車両数データベ
ース５３０は、第１の実施形態における一時停止車両数データベース２２０と同様である
。上述のように、路側機１００からサーバ装置２００へ測定結果が送信されて処理される
か、路側機５００内で処理が行われるかが違うだけである。なお、本実施形態においては
、一時停止車両数データベース５３０には、路側機５００についての情報のみを格納すれ
ば十分である。ただし、他の路側機との通信により他の路側機に関する情報を取得および
格納しても良い。
【００６２】
　危険度情報送信部５４０は、一時停止標識の後方の所定範囲内を通信範囲として、その
一時停止標識についての危険度情報を車両に対して路車間通信によって配信する。
【００６３】
　車両６００は、危険度情報受信部６１０と報知部６２０を有する。危険度情報受信部６
１０は路側機５００から配信される危険度情報を受信する。報知部６２０は、第１の実施
形態と同様に、受信した危険度情報に基づいて、一時停止標識が無視されやすい危険な個
所である場合に、音声や画像等による警告報知を行う。例えば、危険度情報に危険行為割
合が含まれる場合には、危険行為割合が所定のしきい値以上である場合に警告報知を行う
。
【００６４】
　なお、本実施形態においても、路側機５００から一時停止標識の設置個所が危険個所で
あるか否かという情報を危険度情報として車両６００に送信して、車両６００はこの危険
情報を受信したら警告報知を行うようにしても良い。また、上記第１の実施形態の変形例
として記載した事項は、本実施形態と矛盾しない範囲内において、本実施形態にも適用す
ることができる。
【００６５】
　本実施形態によれば、第１の実施形態よりも簡素な構成で、同等の効果を得ることがで
きる。
【００６６】
（変形例）
　上記第１および第２の実施形態は、いずれも一時停止標識についての警告を行う一時停
止標識報知システムであるが、本発明は一時停止標識に関する警告を行うシステムには限
定されない。本発明は、任意の危険個所に関する警告を行う危険個所報知システムとして
捉えることができる。すなわち、車両の乗員に対して危険個所の報知を行う危険個所報知
システムとして捉えることができる。
【００６７】
　ここで、危険個所とは、多くの車両が危険行為を行っている個所である。危険行為には
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が含まれる。危険な状態を引き起こす可能性が高い行為には、交通規則違反や、急加減速
、急旋回（急ハンドル）、脇見運転や居眠り運転などの散漫運転などを挙げることができ
る。急加減速や急旋回については、危険な状態を引き起こす可能性が高い行為として捉え
ることもできるし、危険な状態において危険を回避するために取られる行為として捉える
こともできる。いずれにしてもこれらの行為を危険行為として、危険行為が多く行われる
個所を危険個所として判定すればよい。
【００６８】
　なお、交通規則に関しては、交通標識によって指示されることが多いので、路側機を交
通標識付近に設置して、設置個所付近の道路を走行する車両の動作を検出するようにして
も良い。ただし、交通標識が設置されない個所であっても交通規則違反が行われるので、
路側機を必ずしも交通標識付近に設置する必要は無い。危険行為とみなす対象の交通規則
違反は、任意の交通規則に対する違反であって構わない。例えば、一時停止の他にも、進
入禁止（右左折禁止等を含む）、速度制限、車線変更禁止、追い越し禁止、高さ制限、重
量制限などに対する違反であっても良い。
【００６９】
　車両が危険行為を行っているかどうかの判定は、典型的にカメラによる画像撮影と画像
処理によって行うことができるが、それ以外の手法によって判定を行っても構わない。例
えば、検出の対象とする危険行為に応じて、速度センサ（ドップラーセンサ）やその他の
センサから得られる情報に基づいて判定を行うようにしても良い。
【００７０】
　危険行為をどのように定義する場合であっても、危険度情報を、路側機によって検知さ
れた車両数に占める危険行為を行った車両数の占める割合（危険行為割合）として定義可
能である。あるいは、危険度情報は、路側機の設置個所付近の道路が危険個所であるか否
かを表す情報として定義しても良い。この場合は、危険行為割合を記憶しておき、その危
険行為割合に基づいて、路側機の設置個所付近が危険個所であるか否かを判定する判定部
を備えることが必要である。
【符号の説明】
【００７１】
　１００　路側機
　１１０　カメラ
　１２０　一時停止無視車両検知部
　１３０　測定結果通知部
　２００　サーバ装置
　２１０　データベース更新部
　２２０　一時停止車両数データベース
　２３０　危険度情報送信部
　３００　車両
　３１０　車載端末
　３２０　経路探索部
　３３０　一時停止標識特定部
　３４０　危険度情報要求部
　３５０　報知部
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